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は じ め に

2000年4月から,厚生省は10年を目標年次と

する ｢21世紀における国民健康づ くり運動｣

(健康日本21)をスタートさせた｡

啓発活動が中心であった1978年からの第一次

国民健康づ くり対策,80歳になっても個々人が

身辺の整理が出来,社会参加ができることを目

指した1988年からの第二次国民健康づ くり対策

(アクティブ80ヘルスプラン)と異なり,壮年

期死亡の減少,健廉寿命の延伸,生活の質の向

上の3つの目的を掲げ,70項目にわたる目標値

を設定するとともに,｢多様な実施主体による

連携のとれた効果的な運動の推進｣を基本方針

としている｡1995年に制定された地方分権推進

法を背景に,地方自治体がその住民の健康特性

を踏まえて目標値を独自に作 り,その地域の諸

機関との連携を深め,住民主体の運動を展開す

ることを呼びかけている｡

同じく,健康 日本21の一環として,｢健やか

親子21｣と名付けられた,母子保健の2010年ま

での国民運動計画も提起されている｡ 主要な課

題としては,思春期の保健対策の強化と健康教
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青の推進,妊娠 ･出産に関する安全性と快適さ

の確保と不妊-の支援,小児保健医療水準を維

持 ･向上させるための環境整備,子供の心の安

らかな発達の促進と育児不安の軽減の4つの目

標を掲げ,ヘルスプロモーションの理念のもと

に,関係諸団体の自主的活動と連携の強化を求

めている｡ そして,既に各地域に ｢子育てネッ

トワーク｣が組織され活動を始めている｡

さらに,2000年春に法制化された虐待防止法

が11月から施行され,増加しつつある幼児への

虐待を防止するためのネットワークの組織化が

急がれている｡

また,2000年 4月から介護保険制度が実施さ

れた｡介護を要する高齢者に対 して,ケア ･マ

ネージャーの立てたケア ･プランに基づいて,

様々な機関や組織,人などが連携 して関わるこ

とが期待されている｡

この他にも,知的障害者や精神障害者に対す

る施策 も,施設や病院に収容することではな

く,地域社会の中で支えること-と,その基本

的方針が転換されてきている｡

国民全体を対象とした健康づくり運動ばかり

でなく,障害のある人や高齢者を地域社会の中

で支えるためには,多くの専門家や機関,地域

住民などの力を結集 して,互いに支え合い,刺

用しあえる仕組みを作ることが必要となってき

ている｡
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様々な機関や人々の連携-ネットワークの充

実が必要とされているが,それらを有効に機能

させるためには,どのような課題があり,現状

にはどのような問題点があるかについて整理

し,一人一人がその一翼を担う上で考えるべき

ことについて,整理 してみようと思う｡

社会的な支え合い

高齢者に対する介護保険制度は,私的な家庭

内介護の限界をうち破るべ く,｢社会的介護｣

の制度として導入された｡

支え合い (助け合い)の仕組みには,自助,

互助,共助,公助の種類があるが,｢寝たきり

を作らない｣運動の際に強調された自助努力の

限界に対して,保険制度 という共助の仕組みが

取 り入れられたのである｡

1.｢人が支える仕組み｣の必要性

｢社会的｣という言葉は,国や自治体などの

行政機構や制度 (法律)の整備によってなされ

ることと考えられてきた｡

社会保障制度は,憲法25条の理念を実現すべ

く,社会的弱者等を回 (社会)が支援する制度

と妄 えよう｡

その中でも医療保障制度は,1961年の国民皆

保険制度の完成により,保険証さえ持っていれ

ば,全国何処でも,どの医療機関にでも受診で

きることを保証している｡ 医療費支払い方式の

社会化と云われている｡英仏等では医療供給体

制の社会化も行われ,圏域を定めて,受診の仕

組みに様々な制限がある｡ 我が国では受診の制

限がない代わりに,高価な医療機器等が西欧の

数十倍も普及し,医療費高騰の一因になってい

るとも云われている｡

近年の高齢化社会へと急激に変化する中で,

高齢者医療を中心に医療費が年に 1兆円ずつ増

加 し保険財政の危機を招いて,医療費支払い方

式の改革が急務となっている｡

また疾病構造の変化は,急性疾患から慢性疾

忠,特に生活習慣病と云われる疾病の増加を示

し,疾病や障害と長い間つき合わねばならない

人達が増え,その療養や生活を支えるために

ち,多くの人の支えが必要となってきている｡

高齢者に対 しても,国 (社会)が提供する

老人ホーム等- ｢措置｣として収容する仕組み

で推移 してきたが,高齢化社会の到来 ととも

に,施設の不足が極端となり,家庭介護の負担

が大きくなる中で,共助としての保険制度が導

入されたが,費用負担は共助であっても,実際

の介護を展開するためには,多くの人の手が必

要となってきている｡

即ち,行政機構や制度のみでは,人々の健康

で豊かな生活が守れなくなってきたのである｡

この多くの人の手による支え合いを機能させる

ためにネットワークが必要となる｡

2.社会的な相互援助体制

社会の中の人間関係の構造的な側面を ｢ソー

シャル ･ネットワーク｣と云う｡ 婚姻関係,友

人関係,組織的集団への参加など,社会的関係

の種類や量,社会的関係の密度や範囲,相亙の

役割などを規定する言葉である (表 1)｡

同様に人間関係の機能的な側面を ｢ソーシャ

ル ･サポー ト｣ と云う｡ 情緒的な支援,物質

的 ･手段的な支援,評価に基づ く支援,各種の

情報の交換などがその内容である (表 2)｡

今,ここで問題にするネットワークとは,

ソーシャル ･サポート･ネットワーク,あるい

表 1 ソーシャル ･システム

夫婦 .家族

近 隣

友人 .知

人幼稚固 .学校 .pr

rA地域内サ

ークル団体 (NP().政党

.宗教)職場 (会社.

行政機関)自治体 (町.村.区.

市 .府県.国)表 2 ソーシャル ･サポー ト･シス

テム情緒的

支え物質的援助

サービス情 報
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はサポート･システムのことを取 り上げる｡

社会福祉基礎構造改革は,これまでの福祉制

度の多くが ｢役所｣の判断に基づく ｢措置｣と

して利用されていたものを,｢契約｣に基づき,

権利としての福祉を充実させようとする改革で

ある｡阪神淡路大震災後の仮設住宅における

｢孤独死｣の増加に見られたように,行政に任

せているだけでは,落ちこぼれる人が出て く

る｡健康づ くり運動や障害者支援活動ばかりで

なく,子育て,教育,思春期 ･青年期の問題,

職場の問題,初老期の問題,高齢者問題など,

多くの問題が山積 しており,どれも一人一人の

力では対処 しがたく,なんらかの支援が必要と

されている｡そこに支援のための相互援助体制

の確立が求められているのである｡

3.地域共同体の変化

第二次大戦後,日本の地域共同体は解体 しつ

つあると云われてきた｡江戸時代には町には五

人組制度が整備され,相互監視とともに,足 り

ないものを貸しあう互助制度の役割を果たして

いたようである｡ 落語の中で語られる長屋の生

活は,プライバシーの保護はないものの当時の

互助的生活を坊柿とさせる｡

戦前 ･戦中は国防体制の強化や配給制度の必

要性もあって,1940年 9月に内務省通達が出さ

れ,町内会,隣保班,市町村常会などを全国に

整備し,所謂隣組制度が組織され,地域社会に

おけるそれなりの協力互助関係 を維持 してき

た｡しかし,1960年代の高度経済成長政策 (所

得倍増計画)下の太平洋ベル ト地帯-の人口大

移動は,過密地城と過疎地域を作 り出し,農山

村 ･漁村 ･商業地域などを中心とした労住不分

離社会から,労住分離世帯が一般的となる社会

を生み出してきた｡核家族化が進行し,隣の住

人のことも知らない団地が増え,最近では社会

の最小単位である家族までもが崩壊 しつつある

と云われている｡

地域社会の一つの結節点であった氏神様の祭

でも,その担い手である若者が屠なくなって御

輿はトラックで巡回し,武者行列も学生アルバ

イトに頼るようになっている｡
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地域社会の中で,支え合う仕組みが弱体化 し

続けてきていると云えるであろう｡

他方で,地方分権の推進が叫ばれ,最近の知

事選挙に見られるように,｢県民党｣を名乗る

候補者が多く当選 して,地域住民の意識の中に

も大きな変化が起こりつつある｡

民生委員などの社会的奉仕者ばかりでなく,

各地の自治会をはじめ多くの民間団体が生まれ

ている｡ 阪神淡路大地震のボランティア活動を

契機に,様々な NPO も生まれてきている｡ ま

た,各地にエコマネーと呼ばれるボランティア

活動を推進する仕組みが工夫され,地域の中に

新 しい支え合いの輪が広が りつつある｡ 隣組と

いう居住地域に限定 した関わり,｢町衆｣の中

にあった共同体から,共有できる目的によって

人々が集い,新たな連携の再構築を求める動き

が発展 しつつある｡

ネットワークの問題点

1.排外主義からノーマライゼーション- (衣

3)

1970年代に,｢精神衛生協会｣というものが

各地に組織されたことがあった｡精神保健 ･医

療関係者をはじめ,警察 ･消防署 ･教育委員

会 ･商工会議所 ･企業の労務担当者や教育委員

会などが組織されたが,精神障害者家族会は参

加を断られた｡当時は,収容主義の時代で,精

神障害者の早期発見 ･早期治療 (収容)を目的

としたこの組織は,精神障害者を地域社会から

排除するために機能するおそれが強いもので

あった｡

表3 排外主義 (収容主義)の歴史

｢尊皇接夷｣:アヘ ン戦争を取 り上げて

｢鬼畜米英｣ :｢大東亜戦争｣遂行のため

｢第三国人｣:戦後補償 (購罪)を免れる

ハンセン病者 :恐怖心を煽って全面隔離

結核病者 :低位処遇,医療法の特例措置 (1968年)

精神障害者 :過疎地に収容施設乱立,低位処遇,
医療法の特例措置 (1968年)

知的障害者 :養護学級義務化,施設収容

高齢者 :老人ホーム,特別養護老人ホーム
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｢いじめ｣は,自分達にとって異質な存在を

排斥し,攻撃する,動物が本来的に持っている

機能の一つだと考える｡ 教育の現場では,子供

は (屡々大人達も行うが)｢いじめ｣をするも

のなのだとの前提にたって,そのために人が死

ぬ (自殺も殺人も)ような事態だけは避けるよ

うな取り組みがなされなければならない｡ いじ

めの結果自殺者が出た学校の校長が,｢うちに

限っていじめはなかった｣と語る姿に時に接す

るが,責任者が ｢ない｣ と云っている限りいじ

め対策は取 り組まれる筈がないので,悲劇的な

事態と云わねばならない｡

施策の誤 りが裁判によって明らかにされたハ

ンセン病者の問題も,｢感染する恐ろしい病気｣

との ｢常識｣を背景に,市民を守ると同時に,

｢患者にとっても適切な処置｣ として,長年に

わたる拘禁という人権侵害が,正 しいこととし

て行われてきたのである｡

一昨年来,ス トーカー防止法,少年法の改

正,虐待防止法,DV 防止法,などが矢継ぎ早

に法制化されてきた｡これらは,従来私的生活

の圏内のこととして立ち入れなかった部分に

も,その被害を最小限にするためには必要な法

律として制定された｡しかし,私的な生活に公

権力が介入することを認めている点で,危険な

法律でもあることが認識 されねばならない｡そ

れらの法に定める ｢加害者｣にも,そのような

行為をなさざるを得ない事態があったことを認

め,｢加害者｣-の支援の方策を同時に講 じる

仕組みが工夫されなければ,｢加害者｣-｢犯罪

者｣として,摘発し,社会から排除するために

のみ機能する危険性があると云わねばならな

い｡虐待防止キャンペーンが,被虐待児の早期

保護には有効であっても,虐待 してしまってき

た人々を摘発し,指弾するのみで,彼らを支援

する機能を持たないならば,今夏児童相談所施

設から外泊中に死に至ったような事例は救われ

ないであろう｡現在,虐待行為をしてしまう人

達への支援や再教育のシステムは存在 しない ｡

京都市では01年 4月から ｢親子ヒーリングルー

ム｣事業が予算化され,漸 く母子の関係を築き
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直す試みが取 り組まれ始めた｡組織の理念を明

確にして,早急に支援システムを作 り連動 しな

ければ,｢虐待防止ネットワーク｣は,｢虐待を

防止する｣ために ｢ひどいことをする親｣を異

質な人として社会から ｢排除｣する機能を果た

す危険性があろう｡

介護保険制度の実情を見ても,種々の理由か

ら,在宅介護よりも施設介護を希望する声が大

きい ｡ 充分に事態を吟味 しないと,厄介者を排

除して施設に,との収容主義が復活する危険性

は常に存在する｡

｢差別 ｣ とは,｢ラベル｣によって人の言動を

無効化することであると考えるが,排外主義は

個々人の特性を軽視し,ラベルを貼って一括 し

て排除する差別行為である｡

ノーマライゼーションは,排外主義とは正反

対の理念であろう｡

障害があっても普通に地域社会の中で暮らせ

るような社会を作ろうという理念である｡

バリアフリーの考え方は,道路や建物,交通

機関などハードの面でも,生活のしづらさを減

らす工夫や支援の方法の工夫などのソフトの面

でも,障害者を排除せず,ともに暮らせる社会

を作ろうとすることである｡

最近,障害者団体などの活動を背景に,障害

者を社会から排除するために作られてきた ｢欠

格条項｣を見直すことが各省庁で取 り組まれて

いる｡ 運転免許証をはじめとする様々な資格

が,｢できないであろう｣ との ｢常識｣に基づ

き,障害者等には不適格 として剥奪されてき

た｡これらを見直し,出来る限り欠格を減らす

方向で,現時点で利用可能な代替策等を工夫

し,｢常識｣を吟味する作業を推進することは,

障害者の社会参加を進める上で是非行われなけ

ればならない ｡ しかし,現在警察庁は運転欠格

の条件に ｢幻聴がある｣などを挙げており,精

神医療関係者との間に大きな意見の隔たりがみ

られる｡ ここには,警察庁関係者の精神障害に

ついての ｢常識｣が大きな壁 として立ちはだ

かっていると云わねばならない｡

｢支えるためのネットワーク｣ も,その組織
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の目的を充分に明確にし,確認 し続けなけれ

ば,組織は一人歩きしやす く,必要な人-の支

援活動という地道な努力の積み上げを要する目

的からずれて しまい,短絡的に排外主義的な

｢常識｣が潜 り込む可能性のあることは,強調

されねばならない ｡

2.大きいことは良いこと?

最近のいわゆるネットワークには,数え切れ

ないほどの行政や民間の機関や団体が名を連ね

ているものがある｡ 船頭多くして船山に登るの

例えではないが,単なる関連性や義理,名誉心

などから参加する団体がいくら多くても,その

組織は機能しないであろう｡ 問題を啓発するた

めにも,そしてネットワークの機能を幅広いも

のにするためにも,より多くの個人や団体の参

加が望ましいであろうが,実効性のあるものに

しなければならない ｡ そのためにも,当該組織

をコーディネートする機関 (や人)の役割が大

きくなるであろう｡

例えば,健康 日本21の組織図を見てみよう｡

図 1はヘルスプロモーションの概念図である｡

健康づ くりを目指 して,あらゆる方面から取 り

組むべきことが示されている｡ 図2は,健康づ

くりを目指したまちづくりに関わる連携の姿を

示している｡ そして,図 3は,｢健やか親子21｣

I琵≡≡･:.二･二･:.:･こ.こ.:.こ.:.∴･｡.三萱更訂訂
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図 1 ヘルスプロモーションの概念図1)

し ｢

図2 まちづくりにおける連携のすがたl)
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従来の健康教育の考え方

図3 母子保健分野における従来の健康教育とヘ

ルスプロモーションの考え方の母子保

健分野におけるヘルスプロモーションの考え方を,従来の健康教

育のあり方と対比して,｢みんなで一緒に押

そうよ｣ということを示している｡その結果,行政部門における体制の

整備は図4のようになり,社会資源を含んだ体

制の整備は図5のような姿となる｡例えば

,京都市では ｢いのちと人権をはぐくむ子育て

支援都市 ･京都の創造｣と銘打って,全市レベル

の ｢京都子どもネットワーク連絡会議｣,区レ

ベルの ｢子ども支援センター｣,小学校区単位

の ｢地域子育て支援ステーション｣を組織化 している｡ 図6はその ｢幹事

団体｣の一覧である｡ まさに,考えつく限り

の組織 ･団体の名前が列挙してある｡｢支援

活動｣について広 く知識を普及し,それぞれ

の立場から活動を支援 し,或いは出来ることを

積極的に取 り組む人々を増やすためには,幅広

い組織を展開することは有意義であろう｡ しかし,

余 りに大きな組織は,会議の開催や情報の伝達

にさえ困難を生 じる場合があろう ｡ネッ十

ワークとは網の目のような組織のことであろう

が,活動の内容こそが問われるべきであって,

参加団体の多きに第-の意義があるわけではなかろう｡ 網羅的な団体が参
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生活 ･環境部局

まちづくり (ハ

ード)の視点

土木 ･建設 部局

社会保険事務局
(社会保険事務所) 保

健福祉部局(国民健康保険を含む)

地域における健康づ

くり萱ぽ｢健康日本 2

1｣農林水産業従事者の

健康増進健康に関わる産

業の育成農林水産部局 教

育部局(教育委員会

)産業の育成

職場での健康づくり 産業振興部局

労働安全衛生部局(地方労働 局)

図4 行政部門における体制整備1)

図5 社会資源を含んだ体

制整備1)京都市少年
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ネットワークの支援組織｣として位置づけられ

るべきであろう｡ そして,組織のコーディネー

ションに当たる機関や人は,その組織の機能レ

ベルを勘案 し,各レベルの組織の有効な機能を

図ることが大切 となろう｡

｢活動-の理解 と支持,広報 ･啓発活動-の

協力を期待する組織｣ と,｢実際の支援活動の

ためのネットワーク｣とは,活動のレベルを異

にするものであろう｡

3.チームワークの問題

また,多彩な専門職が関わる ｢ネットワー

ク｣がある｡ 高齢者対策の場合には,従来の福

祉事務所や保健所等の行政機関,医療機関の医

師や訪問看護ステーションの看護婦にケース

ワーカー,介護保健関係のケア･マネージャー,

介護サービス機関,介護ヘルパー,老健施設な

どの施設に加えて,地域福祉権利擁護事業に基

づく専門員や生活支援員,その上成年後見制度

による後見人 ･保佐人 ･補助人などが関わるこ

とになる (表 4)｡

これらの様々な専門職やボランティアなどが

一人の高齢者に関わる時,それぞれの専門の立

場からの評価があり,考えがあり,関わる方針

があり,そしてそれぞれの都合があろう｡ 介護

保険制度を利用する場合には,ケア ･マネー

表4 介護保険制度に関わる人々

ケア･マネージャー

介護福祉士

介護ヘルパー

福祉事務所 ケースワーカー

保健所保健婦

訪問看護ステーション看護婦

かか りつけ医 (主治医)

介護施設 ･職員

デイ ･サービス,適所 リハビリ

高齢者福祉施設

老健施設,療養型病床群

一般病院

社会福祉協議会

専門員 ･生活支援員

民生 ･児童委員

後見人 ･保佐人 ･補助人

ジャーがケア ･プランを立て,そのプランに

従って各職種が関わることになってはいるが,

ことはそう容易なことではない｡ 大体各専門

職の職務の枠組みが明瞭であるとは云えない｡

一人の高齢者の ｢生活｣を支えることを想定す

れば,各職種の業務が重なり合うことは当然で

あろう｡熱心な人は専門性の枠を越えて関わろ

うとするだろうし,専門的な意見が汲み取られ

ていないと感じる人は疎外感を覚え,身を退い

た関わりとなることもあろう｡ かかりつけ医の

中からは,｢相談に与らなかった｣｢持病にとっ

てよくない処遇が行われているが責任をとれな

い｣等との不満も聞かれている｡ これまで家庭

医として患者の生活全般に亘って相談にのり,

指示を与える等,親権主義的関わりに自負心を

抱いてきたかかりつけ医が,一目おかれないこ

とに不満や不信感を抱いているのである｡

チームワークとは,適切な情報交換と共に,

関わり合う他の職種の専門性について,一目お

けるような関わりがなければ成 り立たない｡そ

して相互批判を可能にするような雰囲気の協議

の場 (事例検討会など)が用意されなければな

らない｡

チーム医療の必要性が叫ばれて久しいが,医

師を頂点とするヒエラルキーがある医療現場に

おいて,上記のような各専門職の主体性を尊重

し合うチーム活動にはなかなかお目にかかれな

い現実がある｡

様々な立場の人が関わり合 う ｢ネットワー

ク｣においても,お互いの立場を尊重し,分担

しあい,協同作業を展開するようなチームワー

クが絶対に必要だが,そのような組織的運営に

慣れている人が少ないのが現状ではなかろう

か｡

ネットワークの必要性

｢ネットワーク｣ とは,前述の通 り,共有で

きる目的を明確にし,それに対 し各々が何らか

の役割を果たすことができる団体や個人の連携

を構築していく活動と考える｡

メンタルヘルスの立場 か ら, こういった
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｢ネットワーク｣の必要性について以下に挙げ

てみる｡

子育ての不安を和 らげ,虐待を減らすため

に,気軽に母親が相談で きる ｢ネットワーク｣

が｡

学校でのメンタルヘルスの向上のために,義

護教諭,担任教師,家族,スクールカウンセ

ラー,地域の精神保健 ･医療関係者や PTA な

どの ｢ネットワーク｣が｡

職場でのメンタルヘルス対策として,保健室

職員,産業医,上司や同僚,労務担当者,担当

医師,カンウセラーやケースワーカーなどとの

｢ネットワーク｣が｡

高齢者介護では先に述べた人々の,そして

ターミナルケアに対する ｢ネットワーク｣も｡

更には,精神障害者をはじめ,多くの障害を

持つ人達を支えるためにも様々な ｢ネットワー

ク｣が必要とされていると云えよう｡

ネットワーク形成に関わる問題

1.ネットワークを形成する (表 5)

地域社会の中でサポー ト･ネットワークを形

成していくための課題を表 5に示す｡

原理的には,支援活動を行う機関や人が点在

し,相互に情報を交換 し合う,連絡を旨とする

段階がある｡ そこに協力 し合う関係ができれ

ば,連携を旨とし,相互に線で結び合わされ

表 5 ネットワークの形成

Ⅰ.原 理

点 一 線 一 面

連絡-連携-統合

Ⅲ.種 類

オフィシャル ･ネットワーク :機関の長の集
まり

プライベー ト･ネットワーク :担当職員の集
まり

ベーシック ･ネットワーク :地域住民を巻 き
込む

Ⅲ.トップダウン か ボトムアップ か

行政の指導による組織作 り

行政と民間組織 とが協力 して

民間の活動を行政が支援

民間の活動が行政を動かす

ー 33

る｡ 更に進展して,対象者を面で覆うことがで

きるようなネットワークが形成されると,統合

的な機能が発揮されることとなる｡ 一定の地域

の中で,組織 (機関)や個人が相互に役割を分

担 し,責任体制も明確になるとともに,支援が

必要な対象者に総合的なサービスの提供が可能

となる｡

現在自らが属するネットワークがどのような

発展段階にあるかを踏まえることは,今後の課

題を検討する上でも重要であろう｡

先述した組織のレベルで考えると,公的な組

紘,私的な組織,基礎的な組織と分けて考える

ことができる｡

｢公的組織｣は関わる組織や機関の長 (責任

者)によって構成され,実践活動を容易にする

ために相互連携を強め,理解や支持を広げるた

めに有意義な組織である｡

｢私的組織｣は実践に携わる専門職種等に

よって構成され,先述したチームワークを強化

し,事例検討等を通して活動の方向性と質を統

一し,高める役割を担う｡

｢基礎的組織｣は,当事者を含めた地域住民

等によって構成され,誘い合い,支え合う実際

的な機能を果たす｡

これらが有効に機能するように,各レベルに

応 じた活動や運営が企画されることが必要であ

ろう｡

これらの形成過程には様々な方法があろう｡

健康日本21は,厚生労働省が提起 している意味

ではトップダウン方式による組織作 りと云える

が,各地域の自主性を尊重 し,さらに地域住民

のニーズにあった目標と課題を掲げて,運動と

して取 り組むという意味では,ボ トムアップ方

式の手法も念頭にあると云える｡

様々な障害者やその家族の会が各地に出来て

きているが,それらがネットワークとしての機

能を持つためには,自助グループの育成を目指

しながらも,支える活動を組織的に展開するた

めの行政を含めた支援が必要であり,民間の活

動が行政を動かすことも必須の条件であろうと

考える｡
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表6 ネットワーク形成の阻害要因

Ⅰ.縦割 り行政の弊害

医療 ･保健 と 福祉

労働 ･教育 ･建築 ･司法 ･警察 など

Ⅲ.責任の所在の暖味さ

参加者 か 担い手 か
問題の押 し付 け合い

Ⅲ.コーディネーターの不在

調整役 の 意識の問題
調整役 の 難 しさ

Ⅳ.他職種に一目おける文化のなさ

他職種の専門性についての知識不足
自分の職種の限界性への認識不足

V.圏域 と 経済性

対象地域の設定,圏域内の状況把握
活動資金の手当て,ボランティアの活動

2.ネットワーク形成の阻害要因 (表 6)

サポート･ネットワークが形成されていく上

で,行政の果たす役割については前項で簡単に

述べたが,政府から市町村に至る縦割 り行政の

現実は,市民が様々な形でサポート･システム

を形成しようとする際,時として壁として立ち

ふさがることがある｡

医療 ･保健と福祉は,ともに旧厚生省の管轄

ではあるが,自治体でも管轄する両者の間に壁

があり,担当をめぐって占有しようとしたり,

管轄外として排除しようとすることがある｡こ

の間の保健所統廃合の動きは,多くの地域で保

健所と福祉事務所を統合した｡京都市では大区

役所制が採られている｡ しかし,同じ建物に入

り,機構としては統合されたとしても,担当者

の間の連携が緊密に機能するシステムでなけれ

ば,ネットワークの進展を阻害することもあ

る｡ 被虐待児童を保護するのは福祉系の児童相

談所であり,子育て相談により母子を支えるの

は保健所である｡ オフィシャル ･ネットワーク

としては機関間連携ができている筈であって

も,現場では連携あるチームとしてよく機能し

ているとは云えない現実がある｡ 尼崎の恭一君

殺害事件は,連携の隙間に発生 した事件とも云

える｡

介護保険は福祉の担当であり,高齢者や難病

患者等を対象とする機能訓練事業は保健所の仕

事である｡医療機関との連携の不十分さは前述

したが,行政機関相互の連携も決して十分とは

云えない現状がある｡

健康日本21の構図を示 したが,そこに措かれ

た各行政機構が的確な連携を作 り上げることは

容易なことではない｡

行政の窓口 ･担当者が暖味になると,責任の

所在が暖味になってくる｡ ネットワークと称 し

て様々な立場の人達が関わる時,その責任の所

在は一層明確でなければならない｡しかし,多

数が関われば関わるほど,責任の所在が不明確

になることもよくあることであろう｡ 介護保険

では,ケアマネージャーが責任者のような仕組

みにはなっているが,実際に行われている介護

サービスの内容について責任 をとれるケアマ

ネージャーがどのくらいいるだろうか?

NPO 法人など民間の団体が中心となって形

成される場合には,責任の所在は明白なようで

はあるが,その責任の取 り方の中に,限界が生

じる場合もある｡

サポー トシステムを利用する人に責任がある

のか,サービスを提供する側に責任があるの

か,不明瞭になることもある｡

社会福祉の基礎構造改革は,契約主義を採用

することにより,主体的に契約を結んだことと

してサービスの受け手に責任を負わせる可能性

もある｡

更に重要な問題として,コーディネーターの

役割がある｡多彩な立場の,多くの専門職が関

わるようなネットワークでは,その推進者であ

り,各立場 ･機関 ･団体等をつなぎ合わせる

コーディネーターの存在が不可欠である｡ しか

し,実際にはコーディネーターであることを意

識して,積極的にその役割を担っている個人や

機関を見つけることは難しい｡

地域保健法は,保健所が様々な事業でコー

ディネーターの役割を担うよう定めている｡ し

かし,自らをそのように位置づけて,関係諸団

体に,その団体の特性を踏まえつつ,積極的な

参加を促すように機能している保健所はどれだ

けあるだろうか｡関連する諸団体に声をかける

34-



H原明夫 :地域で支える

ことまではできるが,その団体の特性 を把握

し,目標とするネットワークの活動の中で担わ

れるべき役割を措定 し,その役割を果たすよう

に働きかけるところまで,或いはそのような働

きかけがうまくいかない時に,具体的な調整を

行うところまで,活動を展開している保健所は

どれだけあるだろうか｡

先述したように,関連諸団体が一堂に会する

ことをネットワークと誤解 している部分もあろ

う｡ ある事業への参加を得ることが目標と思い

違えられている場合もある｡ 事業を展開する中

で,総括し,問題点を探 り,解決しつつ,次へ

の発展のための課題を見出し,その方向で関係

諸団体に働 きかけ,ネットワークを深め,広

め,定着させることがコーディネーターの役割

であると認識 している機関はまだまだ少ないと

云わねばならない｡

次に,関わる専門職種間の緊密な連携を得に

くいことも,阻害要因の一つと云える｡

専門職の教育課程で,関連する他職種との連

携について具体的に教育 している職種は決して

多くないであろう｡自らの専門的活動が他の専

門職と何処で接点を持ち,どのような関わりが

目的 (医療活動とか)にとって有効か,という

ようなことも教えられてはいない ｡

他の専門職種のもつ専門性を知ろうとする意

欲,その専門的視点からの評価や方針を納得す

るまで尋ねようとする知的好奇心,そして,自

らの関わり得ない専門性を持つ人の専門的判断

等に対して一目おくことができる心,これらが

チームの対等な一員として相互に活動 しやすく

する上での必須条件だと考える｡ そのために

も,他の専門職の専門性についての知識を持つ

と同時に,自らの専門性の限界についての認識

も重要であろう｡ 例えば,同じ医師の間でさ

え,適切な他科受診の遅れが,重大な手遅れを

来すことも稀ならずある｡ 自らの専門性に過信

せず,適切な他の専門職の知識や技術を活用す

ることができるよう,他の専門職についての知

識と尊重できる気構えを養成することが求めら

れている｡

最後に,地域内で支え合える ｢ネットワー

ク｣を形成するためには,その対象となる地域

を設定し,その圏域内において,連携可能な個

人 ･機関や同体を含む組織の構想を立てる必要

があろう｡これまでのところ,一機関や団体を

中心に,その利用者 ･関係者によって形成され

ている ｢ネットワーク｣が数多 く見 られる｡

ネットワークの立ち上がりに於いて,そのよう

な形態にならざるを得ないことも多いだろう

が,圏域の視点を持たない場合には,対象者が

限定されるばかりでなく,サポー トの質や量も

限定されることは当然である｡ その上,他の諸

機関の活動の良さを取り入れることが少なくな

り,自己肯定的な活動は,次第にマンネリ化し

たり,サービスの受け手の自立性を阻害してし

まうことすらあり得る｡ 圏域とは必ずしも行政

的な地区割 りと一致する必要はないが,｢ソー

シャル ･サポート･システム｣として対象圏域

内のすべての対象者に開かれた組織となること

が望ましい｡かつ,そのような圏域を基に展開

を志向する中で,その圏域内に必要な社会資源

やサービスの質や量が明らかにされ,欠けてい

るものを作 り出す活動も生み出されることとな

る｡

その際,活動を支える経済の問題も大切であ

ろう｡ ボランティアの活動に依拠 した運動も多

数あるが,活動資金は不可欠である｡ NPO法

人も生まれつつあるが,寄付金など-の免税措

置も範囲が限定されており,資金面での障壁が

形成の陸路となることもある｡

ま と め

1.ネットワークの発展のために (表 7)

これまで述べてきたことをまとめる｡

｢ソーシャル ･サポー ト･ネットワーク｣を

形成 していく上で,まず第-に,そのネット

ワークの理念について明確にされ,その共有が

図られなければならない｡誰を, どのように

｢支える｣のかが明らかでなければ,思わぬ副

産物が生じることがある｡ 生活習慣病対策の中

で,禁煙運動の強調は,喫煙者を ｢悪い習慣を
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表7 ネットワークの発展のために

I.理念の共有

監視 (排除)か,援助 (支援)か

Ⅱ.情報の交換

互いを知 り合う機会を

Ⅲ.相互の専門性の尊重

他の専門性に一目おけるように

Ⅳ.役割の適切な分担

相互批判ができる間柄

V.自発性の尊重

智恵を出し合える間柄

Ⅵ.実践の積み重ね と 評価

協同作業と,その結果についての評価

続ける人｣として排除してしまうことがある｡

虐待防Il二活動が虐待者の摘発に終始 したので

は,子どもの健全な成長という目標を達成でき

ない｡安易な叱晦激励は,被害者や被災者,難

病者や障害者などを,一層辛い気持に追いやる

ことはよく知られた筈のことだが,現実にはよ

く見られる光景である｡

第二に情報の交換の大切さがある｡一人で支

えるのではない以上,関わり合う組織の中での

情報の交換,顔の見える関係が大切となる｡ 手

を携えたり,紹介し合ったりできるためには相

亙の信頼関係が大切であり,そのためには,ま

ず互いに知 り合う機会が多 くなければならな

い｡年に 1回の総会行事を ｢ネットワーク｣と

称しているむきもあるが,そこで知 り合うのみ

では,ネットワークと呼べる連携ができあがる

とは考えられない｡

第三に先述 したように,相互の専門性を尊重

し合える関係,お互いの専門性に一目おけるよ

うな間柄を作 り上げる努力が必要である｡ これ

までの我が国の土壌から考えれば,相互に努力

がなされなければ達成されないことと考える｡

第四に,そのような間柄の中で,互いに批判

を述べ合える雰囲気を作 り上げることを踏まえ

て,役割の分担が図られる必要がある｡ 分担と

は,任せ合う関係であると同時に,任せきらな

いことでもある｡任せたことに我関せずとの態

度では,ネットワークである必要はない｡互い

の専門性を尊重 しつつ,批判すべきは批判する

という関係が成立 して初めて信頼に基づ く役割

分担が出来ていると云える｡ 和気諸々の ｢家族

的雰囲気｣を良しとする文化の中では,違和感

や不満は抑えられ,厳 しい相互批判は疎んじら

れ,控えられ易い｡しかし,信頼と尊重の上に

立つ冷静で発展的な相互批判が出来ない組織で

は,その発展は期待できない｡

第五に,相互に自発性を尊重することも重要

であろう｡ 相談とは,誰かの意見を尋ねたり,

忠告や助言を得るために依存することではな

い｡ある事柄 (難題)について,関わる多くの

人達が,多様な視点から意見を述べ,適切な対

策を見つけだす作業であると考える｡ 相互批判

とともに,互いに知恵を出し合う関係を目指 し

たいものである｡

第六に,様々な種類の実践が行われるが,分

担に基づ く協同作業の結果について,適切な評

価がなされなければならない｡日本の行政の場

合,施策に対 して自ら批判的な評価を示すこと

は稀である｡ 過去の施策について厳しい自己点

検 ･評価を明らかにして,誤 りを認めるような

ことはまずなかったと云えよう｡その文化は,

組織が大きくなるほど,浸透してくるきらいが

ある｡ 小さな輪の中では,批判的な総括がなさ

れても,大きな組織では,ともすれば,善意か

らの行為はすべて良しとされる可能性がある｡

厳しい自己批判を介してこそ,発展的な組織

表8 地域社会の中で支える

Ⅰ.自分は何ができるか?

隣人として,知人として,友人として,
組織の 一員として,ある職種として

Ⅲ.｢辛さ｣を抱えた人として見る

-｢ねぎらい ｣ ｢いたわり｣ ｢はげまし｣

Ⅲ.｢辛さ｣を分かろうと努める

-｢心配｣する こころと言葉

Ⅳ. ｢相談窓口｣とつながる

支える ｢組織｣を知る (行政機関)

V.｢支えるネットワーク｣と関わる

情報を得て,会に参加 してみる

Ⅵ.自分が何ができるか? 援助

Ⅶ.プライバシーの保護

排除 か 支え合い か
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の展開があると云わねばならない｡

2.地域社会の中で支えることに一歩を (表

8)

様々な社会的な弱者に対 して, ノーマライ

ゼーションの理念に基づいて,ネットワークの

必要性の項で述べたような数多くの支えるため

の ｢ネットワーク｣が地域の中に形成されてい

く必要がある｡

その中に一歩踏み込んでみよう｡

そのためには,まず第一に,自分が何が出来

るかを考えてみていただきたい｡隣人として,

知人として,友人として,何かできることはな

いだろうか? 自分がある組織の一員となるこ

とによって,何かができるかもしれない｡或い

は,自分の持つ資格 ･専門性を生かせる場があ

るかもしれない｡ネットワークに参加 しなくと

も,出来ることはきっとあるに違いない｡

その際,大切な心構えは,対象となる人を

｢『辛さ』を抱えている人｣として見てみること

であろう｡ 心ならずも子 どもを虐待 してしまう

若い母親｡いじめられていじけている子ども｡

学校へ行けない子ども｡ 何故か家に引きこもる

青年｡障害を受け入れられずに何 もかも人に

頼っている人｡酒で問題を起こす人｡表面的に

みれば,｢怠けるな｣とか ｢しっか りせよ｣と

云いたくなるような人達 も,実はそうせざるを

得ない ｢辛さ｣を抱えているかも知れない｡本

来の健康的な生活を送れないでいる人達の殆ど

は,｢辛さ｣故に,そのような日常になってい

るのであろう｡ そう思えば,｢ねぎらい｣や

｢いたわり｣の言葉が自然に出てくるだろう｡

その ｢辛さ｣がある程度分かれば,その ｢辛

さ｣を認めた上で,励ましの言葉もかけられる

というものだろう｡

でも第三に,｢決めつける｣ことはやめたい

ものだ｡相手の ｢辛さ｣ も含めて,相手の状況

について思いこみから決めつけるのではなく,

ゆっくりと ｢辛さ｣を分かろうと努めてみたい

ものである｡ それは,相手をゆとりを持って観

察 し,相手の話に耳を傾けることで得られるに

違いない｡相手の ｢辛さ｣ を分かろうとして聴

き続けるなら,次第に ｢心配｣なことが湧いて

くるだろう｡ ｢そんな風に考えていると気持 も

参ってしまわないか｣ ｢そんな辛さが続 くと身

体を壊さないだろうか｣と｡ 心配することは,

心配する人自身の勝手なので,見過ごすことが

出来ないために自分の思いから様々な干渉 (説

教やお節介)をすることとは根本的に異なるこ

とである｡ 心配する気持から,｢自分に何か手

助けできることはないだろうか｣と考え,その

ように声を掛けてみることから,｢支え｣の活

動は始まる｡お節介ではなく,相手の求める援

助をしてみることから始められる｡

しかし,その ｢支えの活動｣が適切なことで

あるかどうかが分からないことも多い｡

第四の課題として,心配な人について,相談

できる窓口を探 してみることがあげられる｡ 述

べてきたように,既に様々な関連機関や支える

ためのネットワークも存在 しているかもしれな

い｡また,行政機関には窓口があるものもあ

る｡ ｢心配な人｣について,適切な援助をどの

ように行えばよいか,どのような人達が適切な

援助を提供 しているかなどの知識が得られる｡

そして,色々な意味で余裕がある人は,｢支

えるためのネットワーク｣に参加してみられる

がよい｡情報を得て,活動内容を知 り,自分も

関われると判断されれば,参加 してみる｡ 多く

のネットワークは,自発的な参加者を歓迎する

であろうし,自分には出来そうにないと思って

退会することにも寛容なものである｡ 気楽に,

参加してみよう｡

そこで,再び,役割分担の中で,自分が何が

出来るかを,じっくりと考えればよいのではな

いだろうか｡

最後に,｢支えるためのネットワーク｣の一

員となって,大切なことは,活動の上で得た個

人の情報に関して,プライバシーの保護に努め

ることである｡ 行政の職員や,多くの専門職種

には,｢守秘義務｣ という職責上の義務が課せ

られている｡ 違反すればもちろん罰則もある｡

しかし,ボランティアとして参加する人には,

法律上の守秘義務は課せ られていない｡ しか
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し,対象者との信頼関係を築 く上で,活動の上

で知 り得た個人の秘密を,他に漏らさないこと

は重要な一要素となる｡ プライバシーに関わる

情報は,他に漏らさないとの信頼関係の上に,

得ることが できるものであることを,心にとめ

て頂きたい ｡

地域の中で支えるためのネットワークづ くり

について,総論的に述べたが,公開講座では地

域精神医療 ･保健 ･福祉領域の実例 を述べつ

つ,一人でも多 くの方が,ネットワークの一翼
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を担う気持 と関心をもっていただきたいことを

強調 した｡
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